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Ｃ 地域住⺠が主体となる「コミュニティ交通」活性化の仕組みづくり 

（１）実施⽅針 

基本方針にも示す通りコミュニティバスやデマンドタクシーなどの「コミュニティ交通」は、

行政、地域住民、企業など多様な主体が連携・協力して支えていく必要があります。 

地域住民が利用しやすく持続可能な公共交通とするには、地域住民が主体となって、地

域に適したサービス内容とは何か、一人でも多く利用するためには何が必要なのかを考え、

実行することも必要です。 

このように地域住民が主体となって「コミュニティ交通」を活性化させるための方策を検討

し、実行する方法とそれに対する二宮町の支援策など、重点プロジェクトＡ・Ｂの対象地区を

モデルに仕組みづくりを行います。 

（２）コミュニティバス 

コミュニティバスを持続可能とするためには、ある一定の利用者の維持が必要です。その

ためには以下のことを地域住民と考えていきます。 

 目標値の設定と公表、利用状況の公表 

 目標を達成するための利用促進策 

（３）エリア型デマンドタクシー 

エリア型デマンドタクシーを持続可能とするためには、相乗りを促進させることが必要です。

そのためには以下のことを地域住民と考えていきます。 

 ある程度地域で移動の時間を調整するなど、地域サポートの可能性 

 運動（温水プールなど）や買い物などを移動と組み合わせたコミュニティ活動に

よる利用の可能性 

 その他の相乗り利用促進策 

（４）実施スケジュール 

 平成 25 年度 プロジェクトの検討 

 平成 26～27 年度 ：プロジェクトの検証、見直し 

  



19 

（５）参考（「コミュニティバス」と「エリア型デマンドタクシー」の⽬標値等の⽬安） 

○ コミュニティバスは１⽇の平均利⽤者数 100 ⼈を超えることが当⾯の⽬標 
○ １⽇の平均利⽤者数が 50〜100 ⼈の場合は、地区の実情、利⽤状況等を勘案しコミュ

ニティバスかエリア型デマンド交通の適切な選択を検討する 
・コミュニティバスの利⽤者が 100 ⼈/⽇を下回る場合は、エリア型デマンドタクシー等へ

の切り替の検討を⾏う⽬安 
・エリア型デマンドの利⽤者が 50 ⼈/⽇を超える場合は、相乗りの促進、または、コミュ

ニティバス等への切り替えの検討を⾏う⽬安 

 
重点プロジェクトに位置づけた「A 川匂・釜野地区コミュニティバス運行」及び「B 富

士見が丘・松根地区、山西地区の一部を対象としたエリア型デマンドタクシー」は、圏域人

口（または対象エリア人口）が約 3,900 人である。ここでは、約 3,900 人を対象とした場合

の利用率ごとの事業採算性を「コミュニティバス」と「エリア型デマンドタクシー」で比較

する。 

なお、試算に用いたそれぞれの金額は以下のとおりである。 

コミュニティバスの運賃：170 円均一 、 コミュニティバスの経費：約 1,200 万円 
エリア型デマンドタクシーの利用料金：１人の場合 350 円、複数の場合 300 円 、 
エリア型デマンドタクシーの運行経費（１便あたり）：1,070 円/便 

※コミュニティバスの運賃は町内路線バスの初乗り運賃を、経費は現在運行しているコミュニティバスを

参考に、デマンドタクシーについては近隣市で実施されているデマンド交通を参考に設定したものであ

って、確定した料金、経費ではありません。 

「コミュニティバス」と「エリア型デマンドタクシー」の⽐較検討 
圏域⼈⼝約 3,900 ⼈ コミュニティバス  エリア型デマンドタクシー

※1 
利⽤率 
（％） 

利⽤者 町負担額 
（万円） 

１⼈の移動
あたり
（円） 

 
 町負担額 

（万円） 

１⼈の移動 
あたり
（円）(⼈/⽇) (⼈/年)  

A 0.07 3 732 1,188 16,223 × ＞ 29 397 ◎
B 0.94 37 9,028 1,047 1,160 × ＞ 358 397 ◎
C 3.00 117 28,548 715 250 ◎ ＜ 1,133 397 ×

D 1.50 59 14,396 955 663 △ ＞ 572 397 ○
＜ ※2 1,037 ※2 720 △

・エリア型デマンドタクシーは平均 1.5 人/便の利用状況で算出している。 

※１Ａは他都市のデマンドタクシーの利用率、Ｂは既存コミュニティバスの利用率、Ｃは１～２

時間に１便程度の町内路線バスの利用率、Ｄは２と３の中間で、１人の移動あたりの町負担

額が拮抗するレベルの利用率 

※２１便あたりの利用者数が 1.0 人/便の場合 

 

上表より１日の平均利用者が 100 人を超える場合は、「コミュニティバス」が有利である

と判断できる。また、１日の平均利用者が 50 人以下であれば「エリア型デマンドタクシー」

が有利だと考えられる。このことから、「コミュニティバス」については、１日の平均利用

者が 100 人を下回るような場合には撤退の検討も必要であると考えられる。その反対に「エ

リア型デマンドタクシー」については、１日の平均利用者が 50人を上回るような場合には、

相乗りの促進やジャンボタクシー、マイクロバスなどによる定時定路線型の「コミュニティ

バス」への切り替えの検討も必要であると考えられる。  
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Ｄ 北⼝駅前広場の利便性向上 

（１）実施⽅針 

北口駅前広場の改良工事に合わせて、公共交通の利用促進、利便性向上を目指した整

備を実施します。 

 

（２）実施内容 

 バス利便性向上のための上屋や休憩施設の整備 

 バスやタクシーと鉄道の円滑な乗り継ぎのための案内サイン等の設置 

 乗り継ぎ経路のバリアフリー化 

 

（３）実施スケジュール 

 平成 24～25 年度 乗り継ぎ経路のバリアフリー化 

 平成 25～26 年度 上屋、休憩施設等の整備、案内サイン等の設置 
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4 計画の推進にあたって 

4.1 推進体制 

利⽤者である町⺠等や公共交通事業者などの関係主体が、本計画を理解・共有し、

推進していくことが重要です。そのため、⼆宮町及び⼆宮町地域公共交通活性化協議

会が中⼼となって、本計画の周知と関係主体間の連携を進めます。 

また、本計画に基づく公共交通施策は、まちづくりの⼀環として推進し、公共交通

事業者や国、県等との関係機関との連携・協⼒を図りながら、本計画を推進すること

とします。 

   

 

 

 

  

 

 

 

4.2 推進⽅法 

計画の推進にあたっては、定期的に施策の実施状況等を把握していく必要がありま

す。したがって、毎年度、⼆宮町地域公共交通活性化協議会を開催し、施策の実施状

況等を確認していきます。 

また、１０年後までを計画期間としていますが、概ね３~５年程度ごとに計画の達

成状況を把握することとします。 

達成状況の把握を⾏う中で、本計画の内容が⼆宮町の状況や社会情勢に合わなくな

った場合は、施策の変更や本計画の⾒直しを⾏うこととします。

町 ⺠ 等 

⼆宮町 
⼆宮町地域公共交通 

活性化協議会 
（本計画の推進主体） 

関係機関 

（国・県

交通事業者 
連携 

連
携 

隣接市町の 

公共交通 

活性化協議会

連携
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